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市
で
は
、
市
民
の
権
利
・
利
益
を
保
護

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
住
民
票
の
写

し
等
の
不
正
取
得
に
係
る
本
人
通
知
制

度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
住
民
票
や
戸
籍
謄
本
の

写
し
な
ど
の
証
明
書
を
、
第
三
者
が
不

正
に
取
得
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
場
合
に
、
当
事
者
本
人
に
不
正
取
得

の
事
実
を
通
知
す
る
も
の
で
す
。

対
象
と
な
る
証
明

　
住
民
基
本
台
帳
法
お
よ
び
戸
籍
法
の
規

定
に
基
づ
く
、
次
の
証
明
が
対
象
で
す
。

①
住
民
票
の
写
し
（
削
除
さ
れ
た
住
民
票

の
写
し
を
含
む
）

②
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
削
除
さ
れ

た
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
を
含
む
）

③
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
削
除
さ
れ
た
戸

籍
の
附
票
の
写
し
を
含
む
）

④
戸
籍
謄
本
・
抄
本
（
除
籍
謄
本
・
抄
本
、

改
製
原
戸
籍
な
ど
を
含
む
）

⑤
戸
籍
届
出
書
記
載
事
項
証
明
書

本
人
通
知
対
象
者

〇
現
在
、
本
市
に
住
所
や
本
籍
が
あ
る
方

〇
過
去
に
、
本
市
に
住
所
や
本
籍
が
あ
っ

た
方

※
た
だ
し
、
亡
く
な
っ
た
方
や
失
踪
宣
告

を
受
け
た
方
お
よ
び
本
市
に
住
所
や
本

籍
が
無
く
、
所
在
が
確
認
で
き
な
い
方

は
対
象
外
で
す
。

通
知
の
方
法
と
内
容

　
郵
送
に
よ
り
、
次
の
内
容
を
記
し
た
書

面
で
通
知
し
ま
す
。

①
証
明
書
を
交
付
し
た
年
月
日

②
証
明
書
の
種
類

③
交
付
し
た
証
明
書
の
通
数

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
窓
口
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
７
４
）

住
民
票
の
写
し
等
の
不
正
取
得
に
係
る

本
人
通
知
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す

本人通知制度の仕組み

中野市

本人

国や地方公共団体の機関（法務局など）

第三者
①住民票の写し等
　の交付申請

②交付

④不正取得があった旨の通知

⑤不正取得の
　事実を通知

③不正取得
　の判明

窓口

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
顔
写

真
付
き
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
カ
ー
ド

で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
が
必
要

な
と
き
に
利
用
で
き
る
ほ
か
、
公
的

な
身
分
証
明
書
と
し
て
も
利
用
で
き

ま
す
。
申
請
は
任
意

で
す
が
、
ぜ
ひ
こ
の

機
会
に
取
得
を
ご
検

討
く
だ
さ
い
。

窓口
　
市
で
は
、
１
月
10
日
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
に
お

い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用

し
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
各
種
証
明
書

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
利
用
に
必
要
な
も
の
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
が
記
録
さ
れ
て

い
る
カ
ー
ド
に
限
り
ま

す
）

○
取
得
で
き
る
証
明
書
お
よ
び
手
数
料

　
左
表
の
と
お
り

取得できる証明書 手数料 取得要件

住民票の写し 300円 本市に住所があ
る方

印鑑登録証明書 300円 本市に印鑑登録
をされている方

戸籍謄抄本 450円
本市に本籍およ
び住所がある方

戸籍の附票の写し 300円

○
利
用
で
き
る
店
舗
　
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ

ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
な
ど
（
マ
ル
チ

コ
ピ
ー
機
が
設
置
さ
れ
て
い
る
店
舗
に

限
り
ま
す
）

○
利
用
で
き
る
時
間
　
午
前
６
時
30
分
～

午
後
11
時

※
12
月
29
日
か
ら
翌
年
１
月
３
日
お
よ
び

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
時
は
除
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
広
報
な
か
の
１
月
号
の
折

り
込
み
チ
ラ
シ
ま
た
は
、
市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
役
所
な
ど
の
窓
口
で
証
明
書

を
取
得
す
る
方
法
は
、
今
ま
で
と
変
わ
り

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
窓
口
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
７
４
）

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
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【
縦
覧
制
度
】

　
固
定
資
産
税
の
納
税
者

が
自
己
の
土
地
・
家
屋
の

評
価
額
と
縦
覧
帳
簿
に
記

載
さ
れ
て
い
る
他
の
土
地
・
家
屋
の
評
価

額
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
評
価
額
が
適
正

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
で
き
る
制
度
で

す
。（
帳
簿
の
複
写
は
で
き
ま
せ
ん
。）

縦
覧
で
き
る
期
間
　
５
月
１
日
㈪
ま
で

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

縦
覧
で
き
る
方
　
固
定
資
産
税
の
納
税
義

務
者
。
な
お
、土
地
の
納
税
義
務
者
は「
土

地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」、
家
屋
の
納
税
義

務
者
は「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」、土
地
・

家
屋
の
納
税
義
務
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿

を
縦
覧
で
き
ま
す
。

縦
覧
で
き
る
内
容
　

①
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、地
番
、

地
目
、
地
籍
、
価
格

②
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、
家
屋

番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、
価
格

縦
覧
申
請
に
必
要
な
も
の

①
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、
運
転

免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

の
身
分
証
明
書

②
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
の
代
理
人
の

方
は
、
納
税
義
務
者
の
委
任
状
お
よ
び

代
理
人
の
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

閲
覧
が
で
き
ま
す

資産税
固定

【
閲
覧
制
度
】

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が
、
固
定

資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
自
己
資
産

の
内
容
を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
。ま
た
、

借
地
人
、
借
家
人
の
方
も
借
用
物
件
の
課

税
台
帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

閲
覧
で
き
る
期
間
　
平
成
30
年
３
月
31
日

㈯
ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

閲
覧
で
き
る
方
　
固
定
資
産
税
の
納
税
義

務
者
、
借
地
・
借
家
人
、
破
産
管
財
人
な

ど
固
定
資
産
を
処
分
す
る
権
利
の
あ
る
方

閲
覧
申
請
に
必
要
な
も
の

①
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、
運
転

免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

の
身
分
証
明
書

②
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
の
代
理
人
の

方
は
、
納
税
義
務
者
の
委
任
状
お
よ
び

代
理
人
の
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

③
借
地
・
借
家
人
は
、
不
動
産
賃
貸
借
契

約
書
お
よ
び
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

④
相
続
人
は
、
戸
籍
謄
本
な
ど
相
続
関
係

が
分
か
る
も
の
お
よ
び
運
転
免
許
証
や
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

●
縦
覧
・
閲
覧
手
数
料
　
無
料

●
縦
覧
・
閲
覧
場
所
　
税
務
課
ま
た
は
豊

　
田
支
所
地
域
振
興
課

問
い
合
わ
せ
先
　

税
務
課
資
産
係
　

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
６
）

市
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
市
税
は
、
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行

う
た
め
の
財
源
と
し
て
、
所
得
や
資
産
な

ど
の
状
況
に
応
じ
、
皆
さ
ん
に
公
平
に
負

担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
、
平
成
29
年
度
の
市
税
が
順

次
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
今
月
号
に
挟
み
込

み
ま
し
た
「
平
成
29
年
度
中
野
市
市
税
公

共
料
金
納
付
計
画
表
」
を
毎
月
の
納
付
計

画
に
お
役
立
て
い
た
だ
き
、
納
期
内
納
付

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
期
内
に
納
付
し
て
い
た
だ
け

な
い
場
合
は
、
納
付
し
て
い
た
だ
い
た
方

と
の
不
公
平
を
な
く
し
、
税
負
担
の
公
平

性
を
確
保
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る

ほ
か
、
市
で
は
次
の
よ
う
な
滞
納
整
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◆
督
促
状
の
送
達

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
い
た
だ
け
な

い
場
合
は
、
納
期
限
後
20
日
以
内
に
督
促

状
を
発
送
し
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、督
促
手
数
料
（
１
０
０
円
）

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

◆
延
滞
金
の
加
算

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
納
付
に
な
る
ま

で
の
間
、
本
税
の
ほ
か
に
延
滞
金
が
法
律

に
定
め
ら
れ
た
割
合
で
加
算
さ
れ
て
い
き

ま
す
。

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

税金

◆
滞
納
処
分
（
財
産
の
差
し
押
さ
え
）

　
自
主
納
付
い
た
だ
け
ず
に
市
税
が
滞
納

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
法
律
に
基
づ
き
滞

納
者
の
各
種
財
産
を
調
査
し
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
に
よ
り
強
制
徴
収
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
市
は
、
長
野
県
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

と
協
力
し
、
滞
納
者
の
預
貯
金
、
給
与
、

動
産
、
不
動
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
を

行
っ
て
い
ま
す
。
差
し
押
さ
え
た
動
産
や

不
動
産
は
公
売
に
よ
り
売
却
し
て
い
ま
す
。

○
便
利
な
「
口
座
振
替
」

　
市
税
の
納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
に
、
便

利
で
安
心
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

取
扱
金
融
機
関

　
㈱
八
十
二
銀
行
、
中
野
市
農
業
協
同
組

合
、
な
が
の
農
業
協
同
組
合
、
長
野
信
用

金
庫
、
㈱
長
野
銀
行
、
長
野
県
信
用
組
合
、

長
野
県
労
働
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
長

野
県
・
新
潟
県
内
に
限
る
）

○
コ
ン
ビ
ニ
納
付

　
納
期
限
内
の
納
付
で
あ
れ
ば
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
市
税
の
納
付
が
で

き
ま
す
。（
合
計
金
額
30
万
円
ま
で
）

　
24
時
間
、
土
・
日
・
祝
日
で
も
納
付
が

で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
納
税
相
談
先
　

税
務
課
収
納
係
　

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
７
・
２
２
８
）

固
定
資
産
の
縦
覧
と


